
物件番号17−1 狭⼭住宅（北⾃治会）

設置にあたっては転倒防⽌策等安全対策を講
じること。
設置前の向きや電源について、北⾃治会に確
認すること。
空⽸等のゴミについては敵的に回収し、散乱
しないようにすること。



物件番号17−2 狭⼭住宅（北⾃治会）

設置にあたっては転倒防⽌策等安全対策を
講じること。
設置前の向きや電源について、北⾃治会に
確認すること。
空⽸等のゴミについては定期的に回収し、
散乱しないようにすること。



物件番号17−3 狭⼭住宅（南⾃治会）

電話ボックス撤去位置に設置してください。（令和7年12⽉末撤去）
なお、詳細（向き、電源など）は南⾃治会に確認してください。
設置にあたっては転倒防⽌策等安全対策を講じること。
空⽸等のゴミについては定期的に回収し、散乱しないようにすること


